
グリーンアップおおいたアドバイザー派遣事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 本事業は、環境に関する専門的な知識や活動経験を有するとして第２条第１項

の委嘱を受けた者（グリーンアップおおいたアドバイザー（以下「アドバイザー」と

いう。）を派遣し、子どもから大人までのあらゆる世代や学校、企業、地域など様々

な場における環境教育を推進することにより、県民一人ひとりの環境意識の高揚を図

るとともに、本県の恵み豊かで美しく快適な環境を「守る」のみならず「活かして選

ばれる」視点を加え、経済の発展も促す取組を進めて「環境先進県おおいた」を目指

す、新たな環境に関する県民運動「グリーンアップおおいた」の担い手を育成するこ

とを目的とする。 

 

（アドバイザー） 

第２条 環境教育を推進するため、地球温暖化対策や廃棄物の排出削減・循環的利用、

水環境保全、自然環境の保全・活用に関する講習会、学習会、研修会及び自然観察会

等（以下「講習会等」という。）に派遣するアドバイザーは、グリーンアップおおい

たアドバイザー設置要綱により知事の委嘱を受けた者とする。 

２ アドバイザーは、県からの派遣依頼に基づき、県内の学校、企業、地域などで実施

される講習会等において、環境保全に関する知識の普及・啓発を図るとともに、参加

者のグリーンアップおおいたへの理解増進と参加促進を図るものとする。 

３ アドバイザーは、県が環境に関する最新情報等を提供するため実施する研修会等に

参加するよう努めるものとする。 

 

（サポーター） 

第３条 アドバイザーは、派遣される講習会等が自然観察会等であり、これを安全かつ

円滑に実施するために必要があると認めるときは、次表を目安としてアドバイザーを

補佐する者（以下「サポーター」という。）を帯同することができる。なお、山林や河

川など、特に安全の確保に配慮する必要があるときは、この限りではない。 

 

講習会等の参加見込み数 帯同できるサポーター数 

１０～２０人 １人 

２１～３０人 ２人 

３０人超 ３人 

 

２ サポーターは、グリーンアップおおいたアドバイザー設置要綱により県の登録を受

けた者とする。 

３ アドバイザーは、サポーターの帯同を希望するときは、講習会等の実施までにアド

バイザーの派遣を希望する講習会等の主催者（以下「主催者」という。）及び県に申し

出るものとする。帯同するサポーターに変更が生じたときも同様とする。 

 

（派遣対象） 

第４条 県内の学校、企業、地域などで実施され、概ね２０人以上の参加が見込まれる

講習会等について、アドバイザーを派遣する。但し、講習会等が次の各号のいずれか

に該当すると認めるときは、アドバイザーを派遣しないものとする。 

（１）営利を主たる目的とするもの 

（２）特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがあるもの 



（３）特定の宗教的又は政治的色彩の強いものであるもの 

 

（派遣手続） 

第５条 主催者は、原則、派遣希望日の２０日前までにグリーンアップおおいたアドバ

イザー派遣申請書（第１号様式）を大分県生活環境部環境政策課長（以下「課長」と

いう。）に提出するものとする。 

２ 課長は、前項の規定による申請を審査し、主催者にその採否を通知するものとする。

なお、派遣を決定したときは、アドバイザーにその旨を通知するものとする。 

３ 主催者は、派遣の決定通知を受けた後、やむを得ない理由により申請の内容に変更

が生じたときは、速やかに課長に報告しなければならない。 

４ 課長は、前項の規定による報告を審査し、主催者にその採否を通知するものとする。

なお、派遣変更を決定したときは、アドバイザーにその旨を通知するものとする。 

 

（実施報告） 

第６条 主催者は、原則、講習会等を実施した日から１０日以内にグリーンアップおお

いたアドバイザー派遣実施報告書（第２号様式）を課長に提出しなければならない。 

２ 課長は、前項の規定による報告を確認した後、アドバイザーに謝金及び旅費を支払

うものとする。なお、前項の規定による報告でサポーターの帯同について確認したと

きは、サポーターにも謝金及び旅費を支払うものとする。 

 

（謝金） 

第７条 謝金の支払い対象となる時間は、１回の派遣につき５時間以内とする。 

２ 対象となる時間が１時間未満のときは１時間とし、１時間を超えるときに１時間未

満の端数が生じるときは、３０分未満の端数は切り捨て、それ以上を１時間に切り上

げるものとする。 

３ 謝金の額は、次表のとおりとする。 

 

 アドバイザー サポーター 

１時間 ６，０００円 ４，０００円 

２時間 １２，０００円 ８，０００円 

３時間 １８，０００円 １２，０００円 

４時間 ２４，０００円 １６，０００円 

５時間 ３０，０００円 ２０，０００円 

 

（庶務） 

第８条 本事業に関する事務は、大分県生活環境部環境政策課で行う。 

 

（委任） 

第９条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年１１月１日から施行する。 

２ 大分県環境教育アドバイザー派遣要領は、廃止する。 

３ この要綱の施行の際、現に従前の大分県環境教育アドバイザー派遣要領により委嘱



を受けている大分県環境教育アドバイザーについては、なお従前の例による。 

４ 第５条の規定によるアドバイザーの派遣手続に関し必要な行為は、この要綱の施行

の日前においても行うことができる。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


